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美濃加茂市監査委員告示第２３号 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 14 項により、次の

とおり令和２年度財政援助団体等監査の結果に基づき講じた措置の内

容についての通知を公表する。 

 

 令和３年６月３０日 

 

美濃加茂市監査委員 永 田 博 和  

美濃加茂市監査委員 森   弓 子  

 

 

1．  監査の種類 地方自治法第 199 条第７項の規定による監査 

 

2．  監査の対象 公の施設（中之島公園）の指定管理業務 

(1)指定管理者 中之島公園利活用共同体 

(2)所管課  建設水道部土木課 

 

3．  監査実施日 令和 3 年 2 月 5 日（金） 

 

4．  監査結果に関する報告の公表  令和 3 年 3 月 15 日（月） 

 

5．  監査結果に対する措置の内容 

・ 別紙のとおり 
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監査指導事項の回答 

 

（１） 指定管理者に関する事項  

【検討】上下水道料金・ガス料金・電気料金の経費案分方法につ

いて、単純に建物面積で按分しているが、実態に応じた按分方法

を検討いただきたい。  

回答→ガス料金については、メーターが別れているため「シャ

ワールーム」使用分は全て指定管理費より支出とし、「ビジター  

ハウス」の使用分は自主事業のみの使用のため、全て自主事業

からの支出とします。電気料金・水道料金はメーターで別れて

いないため、従来どおり建物面積按分とします。下水道料金の

大半を占めるトイレ利用は、公園利用者全ての人が利用するた

め、従来どおり、全て指定管理費より支出とします。  

（２） 所管部署に関する事項  

【指導】平成３１年度協定書が平成３１年３月２９日に締結さ

れていた。また、平成３０年度協定書における指定管理料の支

払い月５月と１０月が、平成３１年度協定書から支払い月４月

と１０月に変更されたが、請求書の提出期限を支払い月の 1 箇

月前とする規定を変更しなかったため、前年度である 3 月末ま

でに請求することとなっていしまっていた。年度協定書の規定

を適正なものとするとともに、締結についても適正な日に行う

こと。  

回答→年度協定書について「指定管理者は、指定管理料の支払

いに関する請求書を市に送付するものとする」という記載に変

更しました。  

 

別紙 


